
　
市
・
県
民
税
の
申
告
、
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時
期
に
な

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
平
成
２６
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
主

な
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と
、
税
に
関
す
る
質
問
、
申
告
相

談
の
日
程
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
市
・
県
民
税
の
均
等
割
の
税
率

が
変
わ
り
ま
す

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
東
日

本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
地

方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の

た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
平
成
26

年
度
か
ら
平
成
35
年
度
ま
で
の
10

年
間
、
個
人
市
民
税
お
よ
び
個
人

県
民
税
の
均
等
割
額
の
標
準
税
率

が
下
表
の
よ
う
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

８２０１４．２ 広報なかの

税
の
申
告

市
・
県
民
税
、所
得
税
の

税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と

よ
く
あ
る
質
問
な
ど

問い合わせ先
税務課課税係
☎（２２）２１１１（内線２２５）

区　分 改正前の税率
（平成２５年度まで）

改正後の税率
（平成２６年度～３５年度）

市民税
均等割 ３，０００円 ３，５００円

県民税
均等割 １，５００円 ２，０００円

合計額 ４，５００円 ５，５００円

※県民税の均等割には「長野県森林づくり県民税」と
して５００円が含まれています

◆
公
的
年
金
所
得
者
の
寡
婦
（
寡

夫
）
控
除
に
係
る
申
告
手
続
の

簡
素
化

　
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

が
日
本
年
金
機
構
な
ど
に
提
出
す

る
『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』
に
、

寡
婦
（
寡
夫
）
の
記
載
が
追
加
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
寡
婦
（
寡

夫
）
控
除
の
申
告
を
し
な
く
て

も
、
適
用
の
有
無
が
把
握
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
『
扶
養
親
族
等
申
告

書
』
の
提
出
時
に
寡
婦
（
寡
夫
）

の
記
載
漏
れ
な
ど
が
あ
る
場
合

は
、
税
務
署
に
確
定
申
告
書
ま
た

は
市
役
所
に
市
・
県
民
税
申
告
が

必
要
で
す
。

◆
ふ
る
さ
と
寄
附
金
制
度
の
見
直
し

　
地
方
公
共
団
体
に
寄
付
（
ふ
る

さ
と
寄
附
）
を
行
っ
た
場
合
、

２
千
円
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
、

所
得
税
お
よ
び
市
・
県
民
税
か
ら

全
額
控
除
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
成
25
年

か
ら
国
税
と
し
て
復
興
特
別
所
得

税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

平
成
26
年
度
か
ら
平
成
50
年
度
ま

で
の
市
・
県
民
税
に
つ
い
て
は
、

寄
附
金
税
額
控
除
額
の
算
定
に
用

い
る
所
得
税
の
税
率
に
、
復
興
特

別
所
得
税
率
（
２
・
１
％
）
を
乗

じ
て
得
た
率
を
加
算
す
る
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。

よ
く
あ
る
質
問
　

Ｑ
＆
Ａ

Ｑ　

所
得
税
と
市
・
県
民
税
の
違

い
は
？

Ａ
　
所
得
税
は
国
に
、
市
・
県
民

税
は
毎
年
１
月
１
日
に
住
ん
で

い
る
市
と
県
に
納
め
る
税
金
で

す
。
所
得
税
は
そ
の
年
の
所
得

に
対
し
て
課
税
さ
れ
、
市
・
県

民
税
は
前
年
の
所
得
に
対
し
て

課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
各
種

所
得
控
除
額
は
、
市
・
県
民
税

の
方
が
少
額
と
な
り
ま
す
。

Ｑ　

転
入
、転
出
し
た
と
き
の
市
・

県
民
税
は
ど
う
な
る
の
？

Ａ
　
市
・
県
民
税
は
、
１
月
１
日

現
在
居
住
し
て
い
た
市
区
町
村

で
課
税
さ
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、

平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に
中

野
市
外
へ
転
出
し
た
場
合
、
平

成
26
年
度
の
市
・
県
民
税
は
中

野
市
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
転
出
先
の

市
区
町
村
で
課
税
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
中

野
市
に
平
成
26
年
１
月
１
日
以

前
に
転
入
し
た
場
合
は
中
野
市

に
、
平
成
26
年
１
月
２
日
以
降

に
転
入
し
た
場
合
は
転
入
前
の

市
区
町
村
に
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ　

確
定
申
告
が
必
要
な
人
は
ど

ん
な
人
？

Ａ
　
所
得
税
の
場
合
、一
定
の
要

件
を
満
た
す
給
与
所
得
者
や
事

業
所
得
者
な
ど
は
、
確
定
申
告

の
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

給
与
所
得
者
は
年
末
調
整
で
過

不
足
が
精
算
さ
れ
る
の
で
、通
常

は
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ　

収
入
が
な
く
て
も
申
告
が
必

要
？

Ａ
　
申
告
を
し
な
い
と
、
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
措
置
や
所
得

税
課
税
証
明
書
の
発
行
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、市
・

県
民
税
は
、
収
入
が
な
い
場
合

で
も
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
た
だ
し
、
市
内
の
親
族
に
扶

養
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
親
族
が

申
告
や
年
末
調
整
で
扶
養
と
し

て
届
け
て
い
れ
ば
、
申
告
は
不

要
で
す
。

Ｑ　

収
入
が
公
的
年
金
だ
け
で
も

申
告
が
必
要
？

Ａ
　
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど

は
課
税
さ
れ
な
い
非
課
税
所
得

の
た
め
、
申
告
は
不
要
で
す
。

　
　
ま
た
、
平
成
23
年
分
の
所
得

か
ら
、
年
間
の
公
的
年
金
（
老

齢
年
金
な
ど
）
収
入
の
合
計
額



９ ２０１４．２広報なかの

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、か
つ
、

公
的
年
金
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の

場
合
は
、
確
定
申
告
が
不
要
に

な
り
ま
し
た
（
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
た
め
に
申
告
す
る
こ

と
は
で
き
ま
す
）。

　
　
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申

告
が
不
要
で
も
、
公
的
年
金
以

外
の
所
得
や
所
得
控
除
が
あ
る

場
合
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ　

本
人
が
死
亡
し
た
場
合
の

市
・
県
民
税
は
ど
う
な
る
の
？

Ａ
　
平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
場
合

は
、
平
成
26
年
度
の
市
・
県
民

税
ま
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ
の

場
合
、
相
続
人
に
納
税
義
務
が

継
承
さ
れ
ま
す
。

Ｑ　

妻
が
パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る

が
課
税
さ
れ
る
の
？

Ａ
　
妻
の
パ
ー
ト
の
給
与
収
入
額

が
９3
万
円
を
超
え
、
妻
に
扶
養

控
除
や
そ
の
他
の
所
得
控
除
が

な
い
場
合
は
、
市
・
県
民
税
の

均
等
割
が
課
税
さ
れ
、
さ
ら
に

１
０
３
万
円
を
超
え
る
と
、
所

得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
　
ま
た
、
夫
は
妻
の
パ
ー
ト
の

給
与
収
入
額
が
１
０
３
万
円
以

下
で
あ
れ
ば
、配
偶
者
控
除
を
、

１
０
３
万
円
を
超
え
１
４
１
万

円
未
満
の
場
合
は
、
配
偶
者
特

別
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。（
配

偶
者
特
別
控
除
の
適
用
は
、
夫

の
合
計
所
得
額
が
１
０
０
０
万

円
以
下
で
あ
る
場
合
）

　
　
非
課
税
の
限
度
と
配
偶
者
控

除
等
の
適
用
の
関
係
は
左
表
の

と
お
り
で
す
。

パート収入額
妻 夫

市・県民税
所得税 配偶者控除 配 偶 者

特別控除均等割 所得割
９３ 万円以下

非課税
受けられる 受けられない９３ 万円超 １００ 万円以下

１００ 万円超 １０３ 万円以下
課税１０３ 万円超 １４１ 万円未満 受けられる

１４１ 万円以上 受けられない

Ｑ　

医
療
費
控
除
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い

Ａ
　
医
療
費
控
除
と
は

　
　
納
税
者
本
人
や
生
計
を
一
に

す
る
配
偶
者
お
よ
び
親
族
の
医

療
費
を
、
納
税
者
本
人
が
負
担

し
た
場
合
に
、
医
療
費
控
除
の

算
式
で
計
算
し
た
額
を
所
得
税

か
ら
「
控
除
」
す
る
も
の
で

す
。
な
お
、
実
際
支
払
っ
た
医

療
費
が
戻
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
所
得
が
無
い
場

合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
医
療
費
控
除
の
計
算
方
法

は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。

ー ー

＝

医療費控除の計算方法（控除額は最高２００万円）

　

　
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る

も
の

　　
　
医
師
の
診
療
な
ど
を
受
け
る

た
め
に
、
直
接
必
要
な
も
の
に

対
す
る
費
用
が
、
医
療
費
控
除

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
医
師
、
歯
科
医
師
に
支
払
っ

た
診
療
費
と
治
療
費

○
病
院
に
支
払
っ
た
入
院
費
や

入
院
食
事
代

○
治
療
、
療
養
の
た
め
の
医
薬

品
（
薬
事
法
で
規
定
さ
れ
る

も
の
）、
医
療
器
具
の
購
入

費
（
病
気
の
予
防
、
健
康
増

進
の
た
め
の
も
の
は
対
象
外
）

○
治
療
の
た
め
の
、
あ
ん
摩ま

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
費
、は
り
・

き
ゅ
う
師
、
柔
道
整
復
師
に

支
払
っ
た
施
術
費

○
医
師
な
ど
に
よ
る
診
察
や
治

療
を
受
け
る
た
め
に
直
接
必

要
な
義
手
、
義
足
、
松
葉
づ

え
、
義
歯
、
補
聴
器
な
ど
の

購
入
費

○
療
養
上
の
世
話
を
受
け
る
た

め
に
保
健
師
や
看
護
師
、
ま

た
は
准
看
護
師
に
支
払
っ
た

費
用

○
出
産
の
介
助
を
受
け
る
た
め

に
助
産
師
に
支
払
っ
た
費
用

○
通
院
費
、
医
師
の
送
迎
費
な

ど
（
自
家
用
車
で
通
院
す
る

ガ
ソ
リ
ン
代
は
対
象
外
）

○
お
む
つ
代
（
寝
た
き
り
の
患

者
で
約
６
カ
月
以
上
寝
た
き

り
状
態
に
あ
り
、
治
療
の
上

で
お
む
つ
が
必
要
と
認
め
ら

れ
、
医
師
か
ら
「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」を
受
け
た
と
き
）

○
介
護
保
険
制
度
で
提
供
さ
れ

る
一
定
の
施
設
、
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
た
と
き
（
領
収

書
に
「
医
療
費
控
除
対
象
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

※
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ

た
金
額
は
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　
　
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
ら

な
い
も
の

　
　
健
康
診
断
・
人
間
ド
ッ
ク
・

予
防
接
種
・
診
断
書
な
ど
の
費

用
、
疲
労
回
復
や
健
康
保
持
の

目
的
で
購
入
し
た
栄
養
ド
リ
ン

ク
や
ビ
タ
ミ
ン
剤
な
ど
、
視
力

矯
正
の
た
め
の
コ
ン
タ
ク
ト
レ

ン
ズ
・
眼
鏡
代
、
医
師
の
処
方

の
な
い
目
薬
や
湿
布
な
ど

　　

医
療
費
控
除
の
手
続
き
（
申

告
方
法
）

　　
　
申
告
の
際
に
、
医
療
費
控
除

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
明
細
書
お
よ
び
医
師

が
発
行
し
た
領
収
書
の
原
本
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
医
療
費
の
明
細
書
の
記
入
が

　
な
い
場
合
は
、
申
告
を
受
け

　
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２５年中に
支払った
医療費

１０ 万円または合計
所得金額の５％
（いずれか少ない額）

保険金などで
補てんされる
金額

医療費控除額
（最高 ２００ 万円）


